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第１期中期目標期間事業報告書 
第１期（平成１８年４月１日～平成２４年３月３１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立大学法人福島県立医科大学 
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中 期 目 標  事 業 内 容 

第１  大学の教育研究等の質の向上に関する

目標 

  １ 教育に関する目標 

   (1)  教育の成果に関する目標  

 (2)  教育内容等に関する目標  

   (3)  教育の実施体制等に関する目標  

   (4) 学生への支援に関する目標  

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための取り組み 

 １ 教育に関する目標を達成するための取り組み 

(1) 看護学部では、健康の保持増進、疾病の予防・回復や在宅療養支援、地域ケアづくりの一貫した教育を実施 

するため、臨地実習施設の拡大を図った。 

(2) 多分野にわたる最先端の研究法や知識を幅広く習得させるため、学外から講師を招いて博士・修士両課程と 

も必修科目として「大学院セミナー」や「特別講義」を開講した。 

 (3) 社会人の入学しやすい体制の充実を図るため、１０月入学制度のスタート、「大学院セミナー」の本学ホー 

ムページへの公開、さらに、大学院生向けの本学独自の奨学金制度の創設や、大学院生に係る授業料免除の取 

扱いなど行った。 

(4)「医学研究科修士課程」の充実を図るため、これまでの共通カリキュラムを改めて、異なる共通必修科目か 

らなる３コース制度（「医科学コース」、「社会医学・行動科学コース」、「システム医工学コース」）を平成２２  

年度に創設した。 

(5) 医師としての基本的臨床能力を育成するため、スキルラボを整備し、実際の医療現場を模した各種の疑似環 

境を整備し、臨床技能教育を効果的に行った。 

(6) 留学生を支援するため、主に各留学生が所属する講座の教員が、生活面での助言や学習面での支援をし、学 

生課からは奨学金制度の案内を積極的に行った。 

 (7) 医師国家試験（新卒）合格率（目標９５％以上）  

平成１８年度～２３年度の平均合格率 ９６．０％（全国平均 ９３．７％）  

(8) 保健師国家試験合格率(目標９５％以上) 

平成１８年度～２３年度の平均合格率 ９６．７％（全国平均 ９２．４％）  

 (9) 看護師国家試験合格率（目標１００％）  
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中 期 目 標  事 業 内 容 

 

 

 

 

２ 研究に関する目標 

   (1) 研究の水準及び研究の成果等に関す

る目標 

 (2) 研究実施体制等の整備に関する目標  

  

 

 

 

 ３ 地域貢献に関する目標  

   

 

 

 

 

 

 

平成１８年度～２３年度の平均合格率 ９９．０％（全国平均 ９４．１％）  

(10) 看護学部の就職希望者の就職率（目標１００％）  

平成１８年度～２３年度の就職率  １００％  

 

 ２ 研究に関する目標を達成するための取り組み  

(1) 基盤的な研究資金を十分に確保するため、助手以上の教員が競争的資金の獲得を目指す申請を年一件以上行う 

ことを目標に掲げて研究資金の獲得に努め、奨学寄附金を含む外部資金受入額は、平成２２年度は平成１８年度 

に比較し約７億円上回る金額を確保し、中期目標の数値目標を達成した。 

(2) 平成 19 年度から引き続きＮＥＤＯのトランスレーショナル・リサーチ関係助成事業に取り組むとともに、同 

事業を進展させるため、独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）の地域産学官共同研究拠点整備事業に係る研 

究施設・設備等の整備を進めた。 

  

 ３ 地域貢献に関する目標を達成するための取り組み 

(1) 地域医療再生計画の策定や地域医療確保等の施策立案に係る各種会議等に積極的に参加するとともに、関連事業 

の実施等について協議を行うなど県との連携・協力を推進した。 

(2) 地域の医師不足解消のため、へき地医療の拠点病院や公的医療機関、地域医療や救急・災害・周産期・感染症等 

の分野に貢献していると認められる民間病院へ派遣し、支援を行った。 

(3) 地域の健康の保持・増進を担う医師・看護師等の生涯学習を支援するため、講習会を定期的に開催した。 

(4) 県と連携し、原子力災害による放射線の影響を踏まえ、県民の健康管理を目的とした「県民健康管理調査」の実  

施体制を整えるとともに調査を開始した。 
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中 期 目 標  事 業 内 容 

４ 国際交流に関する目標  

  

 

 

 

 

 ５ 大学附属病院に関する目標  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 国際交流に関する目標を達成するための取り組み 

(1) 中国武漢大学との国際学術交流協定に基づき、学生を中国武漢大学に留学させたほか、武漢大学から教員を受け 

入れるなど外国の大学等との交流、連携、協力活動を推進した。 

(2) 県の提案事業である JICA 草の根技術協力事業を行い、疫学指導者養成のために教員をベトナムに派遣するなど 

発展途上国などに対する教育研究支援及び人材育成協力を積極的に行った。 

 

５ 大学附属病院に関する目標を達成するための取り組み 

(1) 医療人育成・支援センターを平成 20 年 4 月 1 日付けで設置し、卒前教育から卒後研修、生涯教育、女性医師復 

帰支援まで一貫して医師のキャリア全般を支援するとともに地域において、研修会・講習会等を開催し、地域医療 

人を育成した。 

(2) 治験の管理、実施体制を充実させるため、近隣の 53 医療機関とうつくしま治験ネットワークを整備し、ネット 

ワークに参加する中小の病院・診療所が治験を実施することができる体制を構築した。 

(3) 総合医療情報システムの機能向上のため、ＰＡＣＳ（医用画像情報管理システム）サービスを平成 22 年７月か 

ら開始した。 

 (4) 看護ケアの質の向上を図るため、平成 21 年度に「看護研究実践応用センター」を設置し、看護研究支援等の活 

動を本格稼働させた。 

(5) 県の三次救急医療機関として重篤な患者に高度な医療を提供するため、平成 20 年１月に救命救急センター開設 

と共にドクターヘリの運航を開始した。 

(6) 高度で先進的な医療など、附属病院に求められる医療の提供のために、外来再編に係る工事として、性差医療 

センター、形成外科外来、外来化学療法センターを整備するとともにリハビリテーションセンターを改修した。 
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中 期 目 標  事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２  業務運営の改善及び効率化に関する目

標                            

  １ 運営体制の改善に関する目標           

  ２ 教育研究組織の見直しに関する目標     

  ３ 人事の適正化に関する目標              

  ４ 事務等の効率化・合理化に関する目標    

   

(7) 平成 20 年 12 月に、女性専門外来を拡充強化する形で「性差医療センター」を開設した。性差医療センターで 

は、女性専門外来に加え女性の健康のための啓発活動として、「幸せのレッスン」と「女性のための元気ＵＰせセ 

ミナー」等様々なテーマで一般向けに実施した。 

(8) 平均在院日数短縮に向けて医師・看護師・事務による合同カンファを実施するなど、入院待ち患者の緩和・解 

消に取り組んだ。 

（9） 特定機能病院としての機能充実のため、新たに診療支援部や地域連携部を設置したほか中央部門を中央診療施 

設と改称し各部門の連携を強化した。また、定員については７対１基準看護取得のため看護師を増員したほか、 

適宜コメディカル等の増員を行った。 

（10） 病院業務としての外部委託のあり方について、総合的に検討を行い、清掃、洗濯、検体検査、医療事務、収納 

事務、給食業務等を外部委託により実施した。 

（11） 会津医療センターの附属化については、県と連携しながら、施設整備に係る条件整理や運営システムの検討を 

行うとともに、センターの核となる医師の確保を進めた。 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための取り組み 

１ 教授会及び各種委員会の審議事項については、それぞれの学部教授会規程において、審議事項に関する条項を定 

め、審議事項を精選し、会議の簡素化、迅速化を図った。 

  ２ 担当理事を中心とした各種会議（企画室、評価室、知的財産管理活用オフィスの各会議、学生部懇談会、病院経 

営企画会議、部長会、課長会議等）の定期的な開催を通じて、情報の共有化等による組織内の連携強化を図った。 

  ３ 教育研究組織については、将来の方向性と業績を加味し、検討を行い、内科・外科系講座の部門化や病理学講座 

の再編を行うとともに、附属病院救急科、輸血・移植免疫部、地域・家庭医療部を講座化した。 
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中 期 目 標  事 業 内 容 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標          

  １  外部研究資金その他の自己収入の増加

に関する目標                    

  ２ 経費の節減に関する目標                

  ３ 資産の運用管理の改善に関する目標       

       

 

４ 「公立大学法人福島県立医科大学事務職員等固有職員化方針」に基づき各所属における職員配置の必要性を検討 

しながら、採用計画を策定し、専門性の高い職員を採用した。 

（平成 20 年度：一般事務８名、医事事務１名、平成 21 年度：一般事務３名、医事事務３名、情報１名、平成 22

年度一般事務６名、精神保健福祉士１名、平成 23 年度：一般事務 2 名、社会福祉士 1 名） 

５ 職務遂行に必要な能力と専門的知識の習得のため、平成 21 年度に①意識改革、②能力開発、③資格取得支援を柱 

とする法人独自の職員研修計画を策定し、実施した。 

  ６ 各年度に事務組織の改正・再編を行い、翌年度にその効果を検証するとともにその結果に基づいて、必要な見直 

しを行った。 

７ 地域医療再生臨時特例交付金事業（地域医療再生計画）や女性医師の支援策の検討等、組織横断的に対応する必 

要があると判断される大規模プロジェクト等については、タスクフォースの組織化や緊急雇用枠の活用等、教員及 

び事務職員が共同して参画する組織体制を逐次整備し対応した。 

８ 業務内容の見直しを行い、ペーパーレス化や事務改善運動など、業務のスリム化・機動化を図った。 

   

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための取り組み 

１ 科学研究費補助金等競争的資金については、獲得に向けた講演会の開催、教員及び事務局による申請書類の事前

確認を実施し、研究費の積極的な獲得に努めた。 

２ 受託研究、共同研究、治験及び奨学寄附金等の外部研究資金等については、ホームページ上で研究成果及び産学 

連携可能な研究テーマ等を掲載し、研究情報の発信を行うことにより、獲得に努めた。 

３ 文部科学省科学研究費補助金及び日本学術振興会科学研究費補助金については、採択金額を、平成 20 年度から 

中期計画期間終了（平成 23 年度）までに 10％増加させることを目標としているが、平成 22 年度に、平成 20 年度 
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中 期 目 標  事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４  教育及び研究並びに組織及び運営の状

況について自ら行う点検及び評価に関す

る目標                                    

  

と比較して 32.9％増加し、目標を達成した。（平成 23 年度は、平成 20 年度と比較して 50.3％増加した。） 

４ 寄附講座の設置を促進し、４つの寄附講座（平成 20 年度「臨床ゲノム学講座」、平成 21 年度「腫瘍生体治療学 

講座」、平成 22 年度「医療工学講座」及び「心臓病先進治療学講座」）を設置した。 

５ 大学附属病院の収入を適正確実に確保するため、未収金対策として、クレジットカード払いの導入、会計窓口の 

夜１０時までの延長を実施した。 

６ 医療費患者負担分については、各種公費負担制度の周知及び利用を勧めるとともに、平成 23 年 1 月に未収金管理 

回収マニュアルを、平成 23 年 8 月に未収金発生防止マニュアルを策定し、督促の強化と当日払いの原則を徹底させ、 

新たな延滞債権の発生防止を図り、収入の確保に努めた。平成 23 年度は 22 年度と比較し、過年度未収金の回収率 

が 13.9 ポイント上昇した。 

７ 会議資料のペーパーレス化など事務等の効率化により、管理的経費の節減に努めた。 

８ 光熱水費節減のため、以下の取り組みを実施した。 

・夏期において、電力を主とするターボ冷凍機と蒸気（Ａ重油・ガス）を主とする吸収式冷凍機の効率的な運

用を行った。 

・始業時間前、休憩時間において消灯させた。 

・一部の水栓を節水型のコマに交換した。 

 

第４ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する目標を達成するための取り組 

み 

１ 大学としての自己点検・評価の実施のための組織として評価室を設置し、法人評価及び認証評価に向けた取り 

組みを行った。 
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中 期 目 標  事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５   教育及び研究並びに組織及び運営の状

況に係る情報の提供に関する目標 

   

 

 

 

 

 

２ 大学認証評価については、大学設置基準をはじめとする関係法令に適合し、大学評価・学位授与機構が定める大 

学評価基準を満たすとともに、医療人育成・支援センターの取組み等を中心に高い評価が得られた。 

  ３ 県法人評価委員会の「年度業務実績評価結果」及び大学評価・学位授与機構の「認証評価実施結果報告」につい 

ては、大学ホームページで学内外に公表した。 

４ 学生による授業評価をすべての科目に関して実施し、評価結果は担当の教員へフィードバックするとともに、大 

学ＨＰの「学内専用」に掲載し、教職員のみならずすべての学生も閲覧できるようにするなど評価に対する大学側  

の取り組みを明らかにした。 

５ 教育機関・研修病院の一員として“医療人の教育・育成”について理解を深めるため、平成 20 年度から、全教

職員が参加可能な、講習会形式の「全員参加型ＦＤ講習会」を開催し、教育の質の向上を図った。 

６ 平成 21 年度に競争的外部資金を多く獲得した教員及び分野を超えたジャーナル（サイエンス、ネイチャー等）

に掲載された教員に対する表彰を行うなど、評価の高かった教員の表彰制度を導入した。 

 

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための取り組み 

１ 各講座等が管理するホームページの内容について、大学ホームページのトップページにリンクを貼る等、教育・ 

研究・医療・地域貢献等の活動状況や業績成果及び財務状況等に関する情報を分かりやすく学外に公表した。 

２ 県内外における医療水準の向上や県民・国民の健康増進に寄与するため、ホームページ上で「研究者データベー 

ス」や「学会等表彰情報」を公表するなど、教育・研究活動等の成果に関する情報を学外に向けて積極的に発信し 

た。 

  ３ 平成 19 年度からに広報担当職員（非常勤の准職員）を雇用するなど情報発信機能を充実するための体制整備に 

努め、大学ホームページの充実や大学総合パンフレット（日本語版、英語版）の発行などにより、積極的な情報発  
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中 期 目 標  事 業 内 容 

 

 

第６ その他業務運営に関する重要目標       

  １ 施設設備の整備・活用等に関する目標     

  ２ 健康管理・安全管理に関する目標   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信を行った。 

 

 第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するための取り組み 

   １ 施設等の整備に当たっては、ユニバーサルデザイン指針に基づき、リハビリテーションセンター増改築、外来化 

学療法センター、形成外科外来、性差医療センター、内視鏡診療部、呼吸器内科外来改修等の診療体制整備事業を

実施するなど癒しの患者サービス及び先端的・独創的教育研究が展開できるような施設の整備に努めた。 

２ 施設については、常時点検を行い状態を把握するとともに、耐用年限に近づいている機器や配管、配線の更新に 

ついては、更新計画を立て年次計画で実施するなど、適切な維持管理と予防的保全に努めた。 

    ３ 医学部定員の増加に伴い、増員となった年次に入学した学生が進級しても、講義・実習に支障のないよう年次計 

画に沿った備品購入や実習室の整備など教育・研究に必要な施設等の充実を図った。 

      ４ 法令に準拠して設置した「大学健康管理センター」において、平成 18 年度には、２名であった専任職員を増員 

するなど健康管理体制の充実を図った。 

   ５ 入学時の４月に感染防止対策として学生に対して各種抗体検査を行い、５月から当該ワクチン接種を行うなど教 

育・研究活動における学生の健康、安全を守る方策を検討・実施した。 

   ６ 原子力災害時における医療提供体制について、附属病院は「二次被ばく医療機関」としての役割の下に、放射線 

医学総合研究所等が主催する被ばく医療にかかる講習会等に職員が参加するとともに、福島県が毎年実施している  

原子力防災訓練に医師・看護師・放射線技師等が参加し、二次被ばく医療施設として除染棟を使った訓練を実施す 

るなど、県を中心とする関係機関との連携を確保した。 
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